
英国「子ども法2004Jの制定に見る

子ども行政の一元化の理念と動向

一一「社会投資国家」論の批判的検討を土台として一一

安宅仁人

1 .はじめに一一現状認識と問題の所在

冷戦構造の終罵，ポスト工業化社会の到来，さらにはグロ｝バリゼーショ

ンの進行により，多くの固によって採用されてきた従来型の福祉国家システ

ムが岐路に立たされている。その背景には，日本を含む複数の「先進工業国J

が，基本的な国家戦略の優先順位を安定（完全）雇用政策の重視から国際競

争力の強化へと比重を変えてきたことがある（ド…ア2005: pp. 38-39）。そ

して安定雇用政策の比重の後退は，若者の学校から社会や職業への移行の困

難をもたらし，多くの閣で若者の雇用問題（1）を引き起こしている。また，子

育てや学校教育に日を向けた場合にも，不登校やひきこもり，児童虐待など

多くの困難が子どもたちを取り巻いている。これら子どもや若者たちを取り

巻く危機の要因はきわめて多様一一複合的で流動的一ーであり，決して単一

的なものではない。それゆえ，子どもや若者の発達の個々の課題や多様なニ

｝ズに包括的に対応していくためには，縦割り行政の弊害を排して一元的な

行政支援システムを構築することが不可欠である。

しかしながら，我が国における子どもや若者を支援する体制を見た場合，

たとえば若者の就労支援については各省庁の縦割りに起因する類似事業の重

複や分断が指摘されており（横井2006: p. 435，松尾2006: p. 187），支援を
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必要とする若者たちのニ｝ズに合致した政策的ケアが十分に届いているとは

言い難い。また，児童虐待の防止について見た場合にも，学校をはじめ福祉，

医療，司法，民間組織などのネットワ｝クによる要保護児童対策地域協議会

の設置が進められてはいるものの，協議会を「あまり活用していない」「ほ

とんど活用していないJと回答した自治体が約43%に上るなど（社会保障饗

議会児童部会2007），実体を伴った組織連携に向けての課題は多い。さらに，

就学前の子どもたちについて見ても，認定こども閣制度の開始により文部科

学省・厚生労働省による従来型の二元保育行政の克服が期待されたが，逆に

「幼保三元化J（小宮山2005: p. 3）を招いてしまったとの評価すらあるO

これらの事例に見るように，子どもに関連した多くの領域で行政の縦割りや

連携不足による分断が課題として指摘されている。

もっとも，行政の縦割りやセクショナリズムには組織としての合理性の帰

結の側面があり，官公庁のみならず民間を含め一定規模の組織の内部には，

程度の差こそあれ普遍的にセクショナリズムを確認することができる（今村

2006 : p.17）。また，行政におけるセクショナリズムや組織関連携について

の課題は我が国に限ったものではなく，諸外国一一円小論が対象とする英国（2)

一一ーも例外ではない。

ただし英国については，ブレア政権の初期から省庁横断的な政策が積極的

に展開されてきた経緯があり，その点には十分な配慮と検討がなされなけれ

ばならない。特に1999年の政府白書 f政府の現代化J(Cabinet Office 1999 : 

p.10）の中で「包摂 (inclusive）」と「統合 (integrated)Jの項目が併記さ

れ，「統合」の項目の中で打ち出された「ジョインド・アップ (joined-up)J 

一一各部門の共同・連結一ーーの理念は，省庁横断的な取り組みとコミュニテ

イ・レベルの組織化によって社会的排除に臨んでいこうとするニュー・レイ

ノtーの政策の特徴（3）を決定付けるものとなった。そして現在，英国では2004

年11月に制定された「TheChildren Act 2004」（以下，「子ども法」という）

に基づいて各地でチルドレンズ・トラスト（children’strust）の設置が進め

られている。この動きもまた，コミュニテイ・レベルで子どもにかかわる団

体に横断的に協働の義務を課している点で，「ジョインド・アップJの理念
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を具体化したものといえる。

英国における子ども行政の再編はどのような理念に基づいて，そしてどの

ような方向に進もうとしているのか。小論では，第 1に子ども法が制定され

るまでの経緯を整理し，第 2に子ども法の下で新たに設置されたチルドレン

ズ・トラストに着目し，いかにしてローカル・レベルでの行政の一元化が図

られているかを整理する。第 3に，英国における子ども行政の再編の背景に

ある「社会投資国家」論を，子どもの権利保障の観点から批判的に検討する。

そして最後に，英国の子ども行政の再編の方向性を見つつ，我が国の子ども

行政の枠組みを考える上での示唆と今後の研究課題を確認したい。

2 . Every Child Mattersと子ども法の制定

(1) Every Child Mattersの策定背景とその概要

2000年，英国において 8歳の少女が虐待により死亡する事件が発生した。

その後の政府調査報告書（Larming2003: pp. 3-6）の中で事件の背景には介

入の遅れ，システム全体の機能不全，情報の共有不足，責任の所在の不明確

さなどがあり，その結果適切な対応が取れなかったことが指摘された。

同報告書を受け，政府は2003年に緑書『Every Child MattersJ （以下，

「ECMJという）を公表する。 ECMは子どもたちが「健康な状態であるこ

とJ「安全でいられることJ「楽しい経験をすること，達成することJ「積極

的に貢献していくことJr経済的に幸福な状態であることJの5点を成果目

標として定め，。歳から19歳までを対象とした子ども関係事業の再編を進め

ることを提案した。その中で「子どもや若者を守るために，病院，学校，警

察そしてボランタリー組織などが新たな手法でチ｝ムを組んで情報を共有し，

一緒に仕事をしていく J<4）必要性が示された。そして，以上の目標を達成す

るための方策として，「親ならび、に保護者への支援J「早期介入と効果的な保

護J「地方，地域並ぴに国レベルでのアカウンタピリティと統合 Gntegra-

tion）の必要性J「労働現場の改革Jの4点が示された。特に統合について

は，複数領域にわたる業務を再編するために，［チルドレンズ・トラストj

110 日本教育行政学会年報No.34 (2008) 



英国「子ども法2004Jの制定に見る子ども行政の一元化の理念と動向

（以下，「CTJという）を地方行政当局に設置することが求められた。

(2) 子ども法の制定

( i ）子ども法の制定目的と概要

緑書ECMの理念を法的に具現化したものが2004年11月に制定された子ど

も法である。子ども法の制定趣旨について，英国教育技能省（当時）は次の

ように説明（5）している。

「この法律は，子どもたちの生活を改善するための幅広い方策に対して，

法的な後ろ盾を提供する。（中略）総合的な狙いは，複数の領域にわたる業

務を改善したり，重被を取り除いたり，アカウンタピリティを増加させたり，

地方行政当局独自あるいは合同で行う精査時のコーディネ｝トをより良いも

のにするばかりでなく，立案，権限の委任，サービスの提供の統合を図るも

のである。この法制化は，地方行政当局に対して，規定的なものというより

は，執行方法において非常に多くのフレキシピリティを与える」。

上記の目的に基づき，子ども法第10条は協働（co”operation）を推進する

ために子どもサービス事業を取り持つ諸組織の再編を義務付けている。そし

て協働によって目指すべき事項として，「身体的，精神的な健康と，感情的

な幸福J「危害ならびにネグレクトからの保護」「教育，訓練，レクリエ｝シ

ョン」「子どもたちの社会への貢献J「社会的並びに経済的な幸福」の 5点が

定められている。

(ii）子ども法によって定められた義務と方策

子ども法が提示している主な方策は以下のとおりである。第 1に，子ども

の声に耳を傾け，子どもの利益の向上を保障する責任を有した「子どもコミ

ッショナ｝」と呼ばれる役職を中央政府に新設すること。子どもコミッショ

ナ｝は，子どもの利益に関して国連「子どもの権利条約Jの精神を尊重しな

ければならないとされている（第 l条～第 9条）。第 2に，「子ども業務にか

んする計画，遂行，提供がより良く統合されることjを支援し，「明確なア

カウンタピリティを提供Jすること（OPSI2004）。これは具体的には，健康，

教育，社会サ｝ピスといった複数領域の子ども関係業務を，地方レベルで設
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置された CTのもとで統合していくことを意味している（第10条）。第 3に，

「子どもの身体的，社会的，感情的な幸福を向上」させる義務を，地方教育

行政当局や学校のほかNHS，社会サービス，地区行政，警察，保護観察，

非行防止，刑務・矯正訓練センター，若年支援サービスなどの業務にまで広

げるとともに，地域子ども保護委員会（LSCB）を設置すること（第11条，

第13条～第15条）。第 4に，新しいデータベースを構築し，子どもにかんす

る情報を各機関や地域と国レベルで共有できるシステムの構築を目指すこと

（第12条）。第 5に，国務大臣は地方の子どもサービス当局に対し，「子ど

も・若者計画の策定」の準備や公開を求めることができること（第17条）。

そして第 6に，新たに子どもサーピス当局が，子ども関連の全ての地方行政

当局，教育，社会サービス，健康サーピスに対して責任を有する「子どもサ

ービスディレクターJを任命しなければならないこと（第18条）である。

3 .英国における子ども行政の一元化の展開

( 1) 子ども法第10条とチルドレンズ・トラストの設置

子ども法第10条で「協働の義務jが誕われることになったのは，子どもサ

ーピスにかんする責任が分断している（DfES2005）との認識があったから

であるO そのため，「子どもや若者や家族にかかわりを持つ中心的な組織の

機能を統合Jした CTを構成するパ｝トナーとしては，警察，保護観察委員

会，非行防止チーム（YOT），健康戦略局，プライマリー・ケア・トラスト

(PCT），コネクションズペイングランド学習技能委員会など多岐にわた

る組織が想定されている。また，これらに加え「ボランタリー組織やコミュ

ニティ組織，あるいは学校や一般開業医（GP）などを含むこともできるJ

(NCB2005 : p. 1）とされ，特にボランタリー組織やコミュニテイ組織につ

いては，「トラスト遂行のための戦略開発やアジェンダの要素を先導Jした

り「サービスユーザーや保護者の意見を代表」したりする上での重要なアク

ターとして認識（DfES2005）されている。
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(2) チルドレンズ・トラストの協働の枠組みとその特徴

CTは「法的な実体をもつものではなく，子どもや若者にとってのよりよ

い成果を提供したりそれを遂行したり，あるいはかかわりを持つ，異なる組

織間のパートナーシップ」（DfES2005）として位置づけられている。そのた

め，複数の CTの設置形態（7）が存在しており（NCB2007: pp. 27-28) , CT 

は従来型の行政組織聞の「連携」とも異なるといえよう。特に，行政組織等

のパ｝トナー聞の協働が「義務（duty)Jとして法的に明確化されたことや，

パートナー聞での「予算Jや「目標」の共有による子ども行政の一元化を図

る枠組みに， CTの独自性が確認できる。

たとえば， CTの特徴のーっとして「共有された予算（poolbudgets) Jを

維持することができる点が挙げられる。子ども法は「チルドレンズ・トラス

トを発展させるための，多くの権限と義務を定め，その中で各機関の共有予

算に対する権限と義務を拡大Jさせるとしている。その理由は「現在の資金

体制は分割されて資金が流れているが，特に危機に瀕している若者のニーズ

に合致するように統合して予防的なアプローチをとれるようにしていくこ

とJや，「よりフレキシブルで効果的に予算を用いられること」を目指した

ためであった（DfES2005）。なお， CTで維持される共有予算の原資は，「参

加組織からの提供」「中央政府からの，長期・短期的な補助金J「PFIによる

資金J「効率化による余剰金jなどで賄われており，獲得された資金は重複

を避けて効率的に運用されている（NCB2007: pp. 41-53）。また，目標につ

いてもそれぞれの地域ごとに子どもや若者のための戦略的な計画の策定が求

められており，ローカル・レベルにおける共有化が図られている。

以上のような CTの特徴や性格を整理すると，次のように要約できるだろ

う。 1つ自は領域横断性である。 CTが媒介となり，複数領域の子ども関係

の業務の一元化が図られている。そして 2つ目はロ｝カル性である。 CTは

ロ｝カルなレベルで既存の組織をネットワーク化して設置されていた。そし

て3つ目は，一元化を担保する制度的な枠組みとして，予算，情報そして目

標の共有化が図られたことである。これらにより，ローカル・レベルにおい

て政策目標を組織聞で共有し，子どもたちに効果的なサーピスを直接提供す
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る仕組みを構築することが目指されている。

(3) チルドレンズ・トラストの具体的成果と評価一一政府報告書から

( i ) チルドレンズ・トラストに関する総合的な評価

CT は2008年までの全国展開に先立ち，すでに2005年から2006年にかけて

お件の先行事業が実施されている。近年，それら CTの先行事業を対象とし

た評価報告書（NCB2007）が公表され，現段階での事業の具体的成果と課

題が明らかになりつつある。

同報告書によれば， CT設置の効果として，子どもが抱えるリスクの「確

定，診断のための時間の長さが短縮されたj「サ｝ピスを利用する家族数が

顕著に増加した」「アウトリーチサ｝ピスの導入によって，経済的な幸福が

向上した」ことが報告されている（向上： p.101）。また， 90%超の CTが子

どもや家族の参加の機会を拡大してサーピス改善を図る上で， CTが「非常

に有用であるJ「有用である」と評価している。さらに，「子どもや若者の成

果目標」を向上させたとする意見も多く，逆に成果が低下したと答えた事業

は皆無であった（向上： p.66, p. 97）。

しかしながら CTについて肯定的な評価ばかりが並んで、いることについて

は，「開始から間もないこともあり結果が出ていない」側面があることは否

定できない（NCB2007: p. 99）。また，具体的な課題としては，当初パート

ナーとして参加が期待されていた「警察や非行防止チームなどの関与が低J

かったり，「学校や GPの関わり方に改善が必要Jであることが指摘されて

いる（同上： p.41）ほか，別の政府報告書（DfES2007: p. 15）でも，ボラ

ンタリー組織にとって CTが必ずしもオープンに機能していないケースも一

部報告されているO

(ii) 子ども行政の再編が学校iこ与えた影響

ECMや子ども法の理念は，教育現場にも多くの影響を与えている。たと

えば，最近では一部の学校で「延長学校（extendedschool) Jが実施されて

いる。これは， 8時から18時まで学校の開設時間を拡張し，学習支援やスポ

ーツ・音楽，クラブ活動，ボランテイア活動を提供するものである。この延
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長学校の取り組みは全英での展開が計画されておりベ就学前の子どもたち

を対象としたシュア・スタート・子どもセンターなどと接合することで，よ

り一貫した形で家族支援を実現していくものとして期待されている。

また，一部コミュニテイでは独自の取り組みとして，教育現場に「parent

professionals」や「inclusion worker Jと呼ばれる職種を配置する動きが見

られている。これらの職は「school-based-workerJとも称され，必要な費

用はインクル｝ジョン予算や CTの予算によって賄われている。その仕事は

早期の介入や予防に加え，社会資本（socialcapital)の向上にとっても有益

なものと評価されている。彼や彼女らは，子ども保護教諭，ソーシャル・ワ

ーカー， PCT，ボランテイア組織とともに活動しており，教育とは距離を

重きながら全体論的（holistic）な社会的なケアを提供していると自認して

いる（向上： pp.90-91）。これらの取り組みは，学校も子どもに包括的に対

応していこうとする社会的包摂政策の影響を強く受けていることの顕れと理

解できる。

4.理論的検討一一一「社会投資Jと「子どもの権利J
との関係

(1) 子ども行政の一元化を要請するもの

子ども法が制定されたこと，そしてそれに伴う CTの展開に見られるよう

な子ども行政の一元化が全英的に推進されることが可能になった理由につい

ては，主に 3つの背景や要素があったと考えられる。

1つ日にはjSEU （社会的排除ユニット）の設置や Education Action 

Zones （教育改善推進地域）の設定（ωに見られるように，ニュー・レイバ一

政権の下で領域横断的に社会的排除に立ち向かう「ジョインド・アップJの

理念や全体論的な支援システムが，多くの政策領域で導入されてきたことが

挙げられる。これら領域横断的な政策の多くはコミュニテイ・レベルで展開

されており，子ども法や CTもこれら一連の流れを汲むものとして位置づけ

られる。 2つ目には，子ども法や CTの持つ「効率化」「効果的」「フレキシ
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ブル」な側面が，経済合理主義的な視点に基づいた行政改革を求める動きと

合致したことが挙げられる。これは，ブレア政権発足当時から省庁横断的な

取り組みが歳出見直しの観点を伴って促進されてきた（叩）ことからも明らかで

ある。そして， 3つ目は，グローパル化時代に対応した国際競争力を強化し

ようとする動きである。子どもや若者を中心に据えた政策は，国際競争を担

う人材を確保・養成する流れと整合性を持っている。

そして，以下に見るようにこれらいずれの要因にも深い関わりをもってい

るのが， 1990年代以降に理論化が進んだ「社会投資国家J論である。

(2) 社会投資臣家と社会的包摂政策

パーキンズらは，子どもや若者に焦点を当てた政策が推進される理由とし

て，「それが将来に対する良き投資であるとの認識や，家族や子どもへの投

資は社会資本や人的資本の形成に決定的に重要なものであるとの認識J－ー

すなわち社会投資一ーがあることを挙げている。社会投資とは「社会開発ア

プローチ」ないしは「生産主義的（productivist）アプロ｝チ」の別名であ

り，社会投資国家は「社会と経済の統合」「機会均等のための投資」「経済的

参聞の視点」をその特徴に持つとされる。そして社会投資の下では，「社会

政策の目標が，社会的平等の達成よりも社会的な包摂へとシフトしていく j

（下線部引用者）こととなる（Perkins2004: pp. 2-9）。

社会投資の概念がニュー・レイバ｝の政策に採用されていく経緯について，

ドブロウォルスキーは次のように整理している。 1997年，ニュー・レイバー

が政権を獲得するのと時を同じくして，ロンドン・スク｝ル・オブ・エコノ

ミクス（LSE）の中に「社会的排除分析センター（Centrefor Analysis of So-

cial Exclusion）」が設置された。そして1999年に至るまでに，特に子どもの

貧困と社会的排除とを関連付けながら「雇用可能性を高めることを通じて，

どのように子どもに資金を投入することが社会的な投資になり得るのか」と

いった研究が複数生み出されていく。ドブロウォルスキ｝は，これらの研究

成果がニユ｝．レイバ｝の社会投資的な政策に影響を与えたと分析する

(Dobrowolsky2003 : p.13）。
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その中でもひときわ象徴的なのが， LSEでディレクタ｝を務めブレア政

権の政策形成に大きな影響を与えたとされるアンソニー・ギデンズの存在で

あろう。ギデンズは彼の著書 f第三の道』の中で「社会投資国家」と題した

章を設け，社会投資とは「未来志向的Jなものであると位置づけながら，「指

針とすべきなのは，生計費を直接支給する（ωのではなく，できる限り人的資

本に投資することであるJと主張する。さらにギデンズは，社会投資国家に

かかわって，「包含（包摂）と排除J（括弧内引用者）の一節の中で，「『可能

性の再配分』をかなえるための教育への投資は，今日，政府が真っ先に手が

けるべきことであるJと説いている（ギデンズ1999: pp. 168-213）。

実際，ブレア政権下では子どもの貧困対策が政策の最重要課題の 1っとし

て設定され，貧困克服の方途としての教育や雇用が最大の政策的特徴となっ

た（小堀2005: pp. 139-141）。子どもを中心に据えた政策（centre-stagingof 

children）は，「ジョインド・アップJの理念の下，省庁横断的に取り組ま

れるとともにコミュニテイ政策として展開され，ニユ｝・デイール政策，コ

ネクションズ，シュア・スタ｝ト（ロ）などの事業の形で次々と具体化され，ニ

ュー・レイパーの社会的包摂政策の核を形成していったのである。

しかしながらここで留意しなければならないのは，社会的包摂は構造的に

矛盾を内包しているという点である。この問題点について樋日明彦（2004: 

pp. 7-8）は，労働者の知識や技能の向上を図ることで労働者たちの再雇用

を促進しようとする「積極的労働市場Jには「その基準に満たない者を周辺

に排除する危険性が常に秘められてjおり，「そのとき社会的包摂の取り組

みは一転して排除へと転化することになる」として，社会的包摂政策の中心

に位置付けられている雇用政策が苧む構造的な問題一一ジレンマや権力性一

ーを別扶する。そこで樋口は，「地位身分Jとしてではなく「権利要求運動J

としてのシティズンシップ概念に着目し，権利要求のプロセスを伴ったシテ

ィズンシップ概念を援用・拡張していくことに「均質化傾向への抵抗jの糸

口を見出すのである。

このことはすなわち，社会的包摂政策が一一同様にその基底にある社会投

資的なアプローチが一一字む同質化や抑圧的なベクトルに対して，「権利要
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求Jという異なるベクトルで対抗し抑制していくことの重要性を指摘したも

のとして理解できる。

(3) 英国における子ども政策の中の「子どもの権利」と「社会投資J
子どもの権利と社会投資の関係性を検討する上で，フィオナ・ウィリアム

スならぴにル｝ス・リスタ｝の議論が参考になろう。ウィリアムスは，英国

において子どもを中心に置いた社会政策が採用されはじめたことは，子ども

の世話をする責任は親たちにあるのだとしてきた英国の伝統的な社会の志向

が変化したことの表れとみるO また，子どもを尊重するということは「単に

次の世代としての存在と見なすのではなく，子どもを 1人の市民と見なすこ

と」であると主張するO 他方の社会投資については，「将来の市民労働者

(citizen圃worker’司

教育を成し遂げるための投資が，社会投資国家を特徴付けるポイントであ

るJとする。それゆえ ECMの中には，子どもの幸椙向上のための「全体論

的アプ口｝チj(l3)t「社会投資的なアプローチJとが混在しているとウィリ

アムスは分析している（Williams2004: p. 408）。

またリスターも同様に，子どもの権利と社会投資との関係について，「社

会投資国家において重視されるのは『民主的市民Jよりも将来のf勤労市民』」

であり， f未来志向の社会投資は，権利の担い手としての子ども期を一部消

失させかねないJ(Lister2003 : p. 433）と，一定程度の懸念を示している。

この指摘は，すなわち「政府による投資の対象として子どもに力点が置かれ

ることは，社会正義や子どもの人権の原理によってバランスがとられなけれ

ばならないJ(Lister2006 : p. 330）ことを意味している。

(4）子ども法のジレンマと構造的課題

社会的包摂戦略に見られるように近年のニユ｝．レイパーによる子どもを

中心に据えた政策の展開は，一面では子どもたちを全体論的に支援して「子

どもの権利Jや「社会正義Jを保障する理念を具現化しているかのようにも

見える。子ども法の中に，子どもの意見と利益の向上のために子どもコミツ
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ショナーを設置し，国連「子どもの権利条約jの精神が尊重されなければな

らないと示されていることは，その好例である。

しかしながら再ぴウィリアムスによれば， ECMは子どもを「信頼し尊

重」する点を過小にしか評価していないという。その理由としてウィリアム

スは， ECMの中で成果目標として示された「楽しい経験をすること，達成

することJを例にとり， ECMの中で掲げられていることの多くが「教育的

な達成」でしかなく，一方の「楽しい経験Jについてはほとんどといってよ

いほど触れられていないことを挙げている。その結果， ECMは，「子ども

の意見がそれほど重要ではないとの印象を与えるだけでなく，試験をきちん

と受けてトラブルを起こさないという，何とも退屈な子ども像」を描くこと

になったと指摘する（Williams2004: pp. 410-414）。

こうした指摘は，ニュー・レイバーによる各種の子ども政策の中で，子ど

もの権利は実は外観ほど高い位置に据えられていないことを意味している。

その具体的な例としては，子ども法制定時の国会での体罰の是非をめぐる議

論が挙げられよう。子ども法制定時，体罰反対派と容認派との間で論争が広

げられた。その結果，子ども法第58条3項は「合理的な懲罰であるとの理由

に基づいた如何なる民事上の手続きも，体に実質的な危害を与えるような子

どもの殴打を正当化しないJ（下線部引用者）と，折衷的な形で表記される

こととなった。このことは一般的には，「あざ」ゃ「傷」が残るような肉体

的・精神的な虐待については禁止されたものの，子どもを軽く叩くこと

(mild smacking）は許容されたと解されている。

以上の経緯に象徴されているように，英国で実施されている一連の「子ど

もを中心に据えた政策Jは，一見すると子どもを尊重しているかのように見

えはするが，それが即ち実態的な子どもの権利のプライオリテイの高さを意

味していないのである。英国の子ども法を含む社会的包摂政策における子ど

もを中心に位置づけた政策は，「未来」の労働市民を志向した社会投資の観

点から導出された帰結であり，一方の「現在」の子どもであることの権利に

ついては相対的に低位に置かれていると理解するのが妥当であろう。
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5 .おわりに一一英国における子ども行政の一元化の

展望と課題

( 1) 英国の子ども行政の方向性一一社会投資家としての G・ブラウン

2007年6月27日に新首相に就任した G・ ブラウンは，就任翌日の組閣に伴

い省庁再編に着手した。これまで教育を担当してきた「教育技能省jを，「子

ども・学校・家庭省Jと「イノベーション・大学・技能省」とに分割し，貿

易産業省と内閣府の業務の一部を統合した「ビジネス・企業・規制改革省J

を新設した。これらの省庁再編の発表（凶にあたって，ブラウンは最初に「子

ども・学校・家庭省」に言及している。これは子ども・家庭政策を専門に担

当する大臣を内閣に置くことで，中央政府レベルでの子どもの貧困や社会的

排除への対応を強化しようとする新首相の姿勢の現れといえよう。

これまでも，ブラウンは子どもの貧困は「ブリテン魂の傷Jであるとして，

社会投資の観点から子どもの貧困対策や能力開発の重要性を主張してきた

(Lister2003 : p. 431）。それは，ブラウンが政策文書の巻頭言として寄せた

「我々の子どもは我々の将来であり，国家として我々ができる最も重要な投

資は，我が国の全ての子どもたちの能力（potential)を開発することであるJ
(HM Treasury2001 : iv）とのコメントに端的に示されている。すなわち，

ブラウンの社会投資を重視するスタンスが，子ども政策に関わる省庁の再編

を促したと見ることができる。ローカルと中央の両レベルにおいて子ども行

政が再繍されたことで，現政権下での子ども政策はブレア時代と同じか，あ

るいはそれ以上に社会投資の色彩を強く帯びた国家戦略として推し進められ

ていくことは，ほぼ間違いない。

(2) 子ども法の枠組みの限界

以上のように，社会投資的な観点がニュー・レイバ｝の子ども政策の性質

を大きく規定している一方で，子どもの権利は後方に追い遣られている。そ

の点が， ECMさらには子ども法の構造をアンピバレントなものにしていた。
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すなわち，社会投資への過度な偏りが，本来的には子どもの権利保障と一体

となって進められなければならないはずの一元的で全体論的なアプロ｝チを

動揺させる要因となっているのである。この点に，ニユ｝・レイバ｝による

一連の子ども政策の 1つの構造的な限界を確認できる。

樋口は，社会的包摂とは「終わることのないプロセスであって，諸領域の

相互作用を通じて包摂が排除へと反転するジレンマを内部抑制しながら，全

体的な安定性を維持する複層的メカニズム」であるとして，権利要求運動の

重要性を指摘している（樋口2004: p. 14）。子どもの権利の低位性は，それ

ゆえ英国における子ども政策がはらむジレンマを抑制していく上で，大きな

課題を残しているのである。社会投資を強力に推し進めようとしているブラ

ウン新政権の子ども政策の中で，子どもの権利が実態的なものとして保障さ

れているか否かを確認していくことは，今後の英国の教育政策を評価してい

く上で不可欠な作業となろう。

(3) 我が国の子ども行政に対する示峻と今後の研究課題

課題はあるものの，ロ｝カルなレベルから子ども支援ネットワークを拡充

していった英国の事例は，我が国の教育行政をはじめとする子ども行政の枠

組みを構想していく上で多くの示唆を与えてくれるものであった。特に，英

国における一元化を志向した取り組みや議論は，わが国においても，子ども

支援のための枠組みを自治体レベルから，そして当事者である子どもを起点

としたレベルから積み上げていく必要性があることを示している。今後は，

英国における CTの実態調査とともに，我が国における自治体レベルでの子

ども行政の再編動向の実証的研究を当面の課題としていきたい。

（酪農学国大学）

〈註〉

(1) たとえば， NEET概念発祥の地でもある英国での雇用問題をめぐる若者の

危機とその多様性についてはファー口ング（2006: pp. 70-115）を参照。

(2）本稿での「英国」は，イングランド地方に限定したものとして用いている。

(3）近年の英国における省庁横断的な取り組みについて，小堀は「省庁や部門
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の垣根を越えて共同を促進しようとしたところに，ブレア政権の政策の最大

の特徴の一つがある」（小堀2005: p. 128）と指摘している。

(4) www.everychildmatters.gov.uk/aims/ (2008/3/20最終アクセス）より

(5) www.dfes.gov.uk/publications/childrenactreport/ (2008/3/20最終アクセ

ス）

(6) コネクションズの詳細については小杉ほか（2005: pp. 15-62）を，子ども

法がコネクションズに与えた影響については内閣府政策統括官（2006: pp. 59… 
60）を参照。

(7) なお，地方当局はこの統合された組織を必ずしも「チルドレンズ・トラス

トJと名付ける必要はない（DfES2005）。

(8) www.surestart.gov.uk/ surestartservices/ childcare/ extendedschools/ (2008 

/03/24最終アクセス）

(9) 「教育改善推進地区（EAZ)Jを通じた「ジョインド・アップJ政策の展開

については宮腰・若林・梶間（2004: pp.174-176）あるいは小堀（2005: 

pp. 127-128）を参照口

。。） ニュー・レイパーにおける省庁横断的な対応、が促進されている背景に歳出

見直しの要因がある点については稲沢（2002: pp. 223-227）を参照。

(11）社会投資と所得保障の関係について，ギデンズが直接的な所得保障に消極

的なのに対して，エスピン・アンデルセン（2001: p. 48）は「ロールズ的原

理」に依拠しながら「誰にとっても有利な戦略の第一原理は，受動的な〔所

得〕維持に対する社会投資を優先することjであり「所得助成措置は避けら

れないjとしている点で対照的であるO

ω シュア・スタートをはじめとする英国保育行政の展開については岩間

(2006 : pp. 6-34）あるいは伊藤（2006: pp. 175-205）を参照。

(13) 「全体論的アプローチJが「子どもの権利」保障と密接な関係にある点に

ついては，岡連子どもの権利委員会（CRC2001）のコメント12を参照。その

ほか， EUにおける政策的な文脈としては宮本（2006: p. 154）を参照。

(1心 www.pm.gov.uk/ou tput/Page12181.asp (2008/03/22最終アクセス）
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